


【別紙１】



【別紙２】



【別紙３】



【別紙３】



【別紙４】



【別紙５】



【別紙５】



開始に向けた準備　　（平成29年4月1日以降のサービス提供に向けてすること）

サービス提供事業所

大 中 小 準　備　内　容 チェック

1 総合事業のサービスを提供する為に

1 指定を受ける

1

事業所がみなし指定を受けている(平成27年3月31日以前に介護予防サービス
提供事業所として指定を受けた)のか，芦屋市独自指定を受けなければいけな
い(平成27年4月1日以降に介護予防サービス提供事業所として指定を受けた)の
かを確認する。

□

2

みなし指定を受けている事業所は平成30年3月31日までその指定が有効であ
る。
独自指定を受ける必要がある事業所は，平成29年2月24日(金)までに必要書類
を揃えて芦屋市社会福祉課に指定申請を行う。

□

2 利用者と契約等を結び直す

1

指定の種類に縁らず，提供するサービスの名称が変わることから，全件重要事
項説明書・契約書・個人情報の取扱いに関する同意書等のサービスの名称が
記載されている書類を利用者と取り直す必要がある。(基になる定款・登記簿謄
本・運営規程にも当然変更は必要だが，この度のサービス名称の追記若しくは
変更のみを以て変更申請を出す必要はありません。指定申請や実地指導の際
に確認させていただきます。)

□

3 5月10日請求に向けて

1

請求コードが介護予防サービスと変わるので確認しておく。また，請求システム
を導入している事業所は，ベンダーと打ち合わせておく。同じ総合事業のサービ
スを請求する際も，みなし指定を受けている事業所と芦屋市独自指定を受ける
事業所とでは請求コードが異なるので注意する。(現行相当サービスの単位や地
域別単価については加算含め介護予防サービスと同一の予定です。)

□
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